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府中市生涯学習審議会（平成２７年度第３回）会議録

１ 日 時 平成２７年７月３０日（木）午後３時～５時

２ 場 所 府中駅北第２庁舎４階 会議室

３ 出 席 者（敬称略）

（１）委員１２名

荒金恵一委員、大谷久知委員、奥野英城委員、木内直美委員、鈴木映子委員、

相良惠子委員、武野純子委員、寺谷弘壬委員、長畑誠委員、中村洋子委員、

新島香委員、三宅昭委員

※小島茂委員、関口美礼委員、鶴田知佳子委員は欠席。

（２）職員３名

宮﨑生涯学習スポーツ課長補佐、目黒学習推進係長、山崎事務職員

４ 開 会  

５ 報告事項

（１）配布資料の確認

  ① 平成２７年度第２回会議録（案）

  ② 平成２６年度家庭教育学級実施結果一覧

  ③ 平成２７年度全市的家庭教育学級について

  ④ 第５７回全国社会教育研究大会（大分大会）開催要項

  ⑤ 第４６回関東甲信越静社会教育研究大会（群馬大会）開催要項

  ⑥ 子育てのたまて箱

  ⑦ 平成２７年度平和啓発事業チラシ

  ⑧ 府中のスポーツ

  ⑨ 生涯楽習だより

（２）前回会議録の確認

   前回会議録（案）について、次のとおり意見交換した後、一部修正し、市民に公開

することが了承された。

（委 員） 会長の発言は他の委員と区別して、「（会長）」と明記したほうが良い。

（事務局） 会長が個人の意見を述べている部分は「（委員）」表記とし、全体の流れを

取り仕切るような発言は「（会長）」と表記している。他の府中市の附属機関

と同様の対応をしている。



2

（委 員） 全体の構成を修正してもらいたい。配布資料や前回会議録の確認は、報告

事項の項目ではないほうが良いのでは。

（委 員） 以前の流れだと、配布資料や前回会議録の確認は、報告事項の前にあった

ように思う。

（委 員） 案の段階では発言者の氏名を明記してほしい。場合によっては、発言する

際に名乗ってから発言するようにすればよいと思う。

（事務局） 委員の皆様が了承くだされば、氏名を明記することも可能である。

（副会長） それでは、委員の皆様には発言前に氏名を名乗るということで、ご協力お

願いしたい。

     ＜一同了承＞

（副会長） その他、会議録で修正点はあるか。

（委 員） ２ページ下から１３行目の東京都社会教育委員連絡協議会定期総会の報告

の中で、「全委員」となっているが「前委員」の間違いと思われる。

（委 員） 委員から修正依頼のあった部分を網掛けにするなど、修正箇所が一目でわ

かるようにしてほしい。

（事務局） 次回以降、修正する。

（委 員） 各委員から修正が入ったあと、審議会当日までに正副会長にてチェックし

てから資料として出していただきたい。正副会長が確認されているのなら、

私はそれで承認したいと思う。

（委 員） 会長もお忙しいので、そのやり方は時間がかかる。

（委 員） 修正内容がわかるようになっていれば、そこまでする必要はないと思う。

（事務局） 審議会は合議制の機関であるので、原則としては委員の皆様にお諮りし、

ご審議いただく手順でお願いしたい。

（３）東京都市町村社会教育委員連絡協議会 第１回理事会について報告

    平成２７年７月２３日（木）午後３時～  西東京市防災センター

（会 長） 今年は西東京市で開催され、それぞれの報告があった。連絡協議会の中で

府中市は第５グループに属しており、調布や狛江市と同じグループとなって

いる。グループ研修の今年の担当市は狛江市で、狛江が独断で研修内容を決

めてもらっては困るという意見もあった。しかし、狛江は高校が１つしかな

く、小中学校は多数あるので、中学生の勉強・遊びの場を作ることについて、

第５グループで話し合いたいとのことだった。若者の輪、特に中学生の集え

る場所をつくってほしいという要請もあったようだ。
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（４） 第５７回全国社会教育委員研究大会（大分大会）及び第４６回関東甲信越静社会

教育委員研究大会（群馬大会）について

     事務局より次のとおり説明があった。

    両大会とも、原則、社会教育分科会委員の方を対象とした大会であるが、過去

に分科会委員でない方が参加した実績もあるので、参加希望の方は事務局までご

一報いただきたい。参加については任意であるので日程の都合のつく方には参加

していただきたい。

    

６ 審議事項

（１）今後の会議の進め方について

  ア 今後の開催日程について

   【審議結果】事務局案のとおり開催予定となった。

  イ 審議の進め方について

  （委 員） 諮問内容を検討するにあたって、現状を把握し、共通認識を持つ必要が

あると思う。また、これまでの答申の中でも家庭教育についての提言があ

ると思うし、その内容を踏まえたうえで次のステップの答申を出す必要が

あるのではないか。そのためには、過去の答申を読み返して勉強する必要

があると思う。

（委 員） 従来の諮問はまとめやすい内容で１つの問題を議論するものであったが

今回は異なる方向性の内容が２つ出てきている。どちらの諮問事項から先

に審議するかだが、考えやすい内容から先に審議するほうが、議論が進む

と思う。

（会 長） 諮問が二つあるので、一緒に答申するのは難しいと思われる。家庭教育

の支援と、社会教育関係団体の支援のあり方ということで方向性が異なる

ため、次回以降の審議では順を決めて審議したほうがまとめやすいし、理

解も深まると思う。どちらか一方から議論を進めたいと思うが、いかがか。

     ＜一同了承＞

  （会 長） 資料がそろえば、社会教育関係団体の審議から先に行い、その後に家庭

教育の審議という順番でいかがだろうか。

     ＜一同了承＞

（２）諮問事項について

（会 長） 第２回の時は家庭教育に関する発言が多く、社会教育関係団体については
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事務局の説明のみで終わってしまったので、本日は、後者についてもご意見

いただきたい。

（委 員） 前回の資料で社会教育関係団体の根拠や課題、環境は分かったが、現在の

府中市での社会教育関係団体の状況について、どのような団体がどのような

活動をしているのか、全体像が分かるような資料をいただきたい。

（事務局） 次回までに資料を用意したい。

（会 長） 口頭でも良いので概要を説明いただきたい。

（事務局） 府中市の社会教育関係団体はとても広い考え方でとらえており、NPO 法人

が社会教育関係団体に登録するケースも非常に多い。また、ジュニアスポー

ツ団体も多く登録している。登録団体の中でも文化センターで活動し、文化

センターのイベントにもご協力いただいている団体を特に自主グループと呼

んでいる。ただし、自主グループにならなくても社会教育関係団体にはなれ

る。分野は非常に幅広く、中高年層ではカラオケサークルが、若年層ではダ

ンスサークルやバンドなどの団体が多い。登録団体数としては形式的には約

１５００団体あり、うち約５００団体がスポーツの登録で、それ以外が文化・

学習の分野の登録となっている。１人で何団体に所属しても構わない。例え

ば、茶道サークルで活動していくうちに華道や書道にも興味がわき、最終的

に３つのサークルに所属するといったことは問題なく、府中市としては推奨

している。

しかし、同じメンバーかつ同じ活動内容で、団体名を変えていくつも登録

している団体が存在することが問題となっている。これは、登録すると得ら

れる施設の無料枠を目的に複数の団体登録を行っているものと思われる。こ

ういった団体も含めての１５００団体となっている。また、前年までの審議

会で話題となっていたのが、府中市の場合は登録要件が１０人以上という規

定があり、これが団体活動維持のネックとなっているという課題もある。

（委 員） お尋ねだが、社会教育関係団体とは、都や法的裏付けによって定義がなさ

れるものなのだろうか。その定義で絞ると、府中市では支援対象となる団体

が多すぎてしまうため、何らかの資金的枠組みやサービスを提供する団体数

を絞り込むために諮問されているのだろうか。諮問の背景を知りたい。

（事務局） 社会教育関係団体の定義は、社会教育法第十条に定義があり、要件は第２

回会議資料７の記載のとおりとなっている。「社会教育に関する事業を行うこ

とを主たる目的とする」という部分については、登録申請時に団体の活動目

的を明記してもらうことで確認しており、どの団体も自分たちの生涯学習の

ためや、社会教育のためと記入して提出されている。「団体であること」につ
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いては法律上の定義はない。１人で「団体」というのは考えにくいが、何人

集まれば「団体」となるかは法律上定義が無く、府中市の場合は現在１０人

以上を団体として扱っている。法律が求めている要件は３点しかないので、

ほとんどの団体がその要件を満たしているのだが、府中市が社会教育関係団

体として登録する基準は法律上の要件より少しルールが細かくなっている。

その基準は、第２回会議資料別紙①のとおりとなっている。この基準につい

ては、第６期審議会委員の皆様からも時代に合っていないのではないかとの

課題提起があった。

次に、諮問の背景について、まず財政面の課題が挙げられる。府中市は歳

入に大きな変化はないものの、人口増により歳出は増えている状況であり自

ずと社会教育関係団体の支援に使用できる財源にも限界がある。この限られ

た財源を、無料枠目的の団体も含めた１５００団体で分け合っているのが現

状で、どのような制度が公平で市民生活を豊かなものとするのか事務局とし

ては課題意識を持っている。また、こういった財政状況でもあるので、登録

団体から適正な使用料負担を求めることも必要だという考え方もある。

（委 員） どれくらいの財源があって、どれくらいの部分を社会教育関係団体の支援

に割けるのかという下地を事務局はもっているのか。

（事務局） いまのところ、あまりない。

（委 員） 財源的裏付けが無ければ、答申をまとめても無意味になってしまう。例え

ば、財源が今これくらいあって、その範囲でできる具体的な支援策を考えて

ほしいというやり方のほうが議論しやすいと思う。

（事務局） どういう財源を使うのか、つまりはどういう負担を求めるのかという点ま

で考慮していただけるのであれば、事務局としては大変ありがたい。例えば、

支援の１つである借上げバスの貸出は、昨年までは１日に５台のバスを借上

げていたので、最大５団体が同日に研修に行けていたのだが、今年度から１

日の借上げ台数が３台に減った。これは、バスの借上げの単価が上がってし

まったためで、予算的に大きく減ったという訳ではない。台数が減ったため、

利用申込みの抽選に参加する機会は均等にあるのだが、結果の不平等感は大

きい。また、バスの使用は団体の研修目的のために認めているところだが、

親睦目的で使用する事例も多くあり、どういう支援のあり方が政策的に意味

があり、公平なものに近いといえるのか、ジレンマを抱えている。

（委 員） この議論は尽きないと思うが、やはり議論の進め方をはっきりさせないと、

限られた時間での答申は難しいと思う。府中市はここ２０年位、社会教育関

係団体の支援について、見直しを行ってこなかったのだと感じているが、近
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隣自治体では時代の流れに合わせて支援のあり方を変えてきていると思うの

で、そのあたりを踏まえて答申を出す必要があると思う。また、審議会とし

て調査し、委員１人１人が良く理解する必要もあると思う。

（事務局） 事務局で調べられることもあるので、仰っていただければ調べることも可

能。他自治体の流れの一つとして、公民館を公民館でなくす流れがある。公

民館として設置していると社会教育法の適用を受け、事業の実施や営利事業

の禁止などの法的制約を受けるためである。特別区は、既に公民館としての

設置をやめている。多摩２６市でもその動きが出始めているが、府中市では

今のところ公民館を廃止する方針は無い。ただし、１１館もの公民館を持つ

市は他になく、他市と比較して施設管理コストは大きくなっているのが現状。

（委 員） 厳しい財政状況にある中での支援策ということで、諮問(2)に関しては抽象

的な内容・方向性になると感じた。

（委 員） 「活動を支援すべき社会教育関係団体」とは何かという部分を決めないと

先に進めない。NPO法人が文化センターを使用することは、本当は良くない

のではないか。

（委 員） NPO法人であっても要件を満たしていれば社会教育関係団体として登録で

き、文化センターの利用も可能なはず。

（事務局） そのとおりです。

（委 員） ただ、社会教育関係団体の登録要件は市民、市内在勤・在学者が全体の３

分の２以上となっているが、そうでない NPO 法人も多い。

（委 員） 基準をみたして登録している NPO 法人はどれくらいあるのか。

（事務局） そこまで多くはない。

（委 員） 府中市の場合、登録要件に市民、市内在勤・在学者の割合を設けているが、

他市では単にその自治体内で活動していれば、市民や在勤・在学者が会員にい

なくても良いという所もあると思う。また、１０人以上の会員が必要という要

件も厳しいと思うので、他市の状況を知りたい。

（事務局） １０人以上の会員がいなくても公民館を使用することは可能だが、その場

合、利用申込みの開始時期が社会教育関係団体は２ヶ月前からなのに対し１

ヶ月からとなってしまうので、実質予約が取れない状況になっている。この

差についても、第６期の審議会でも話題となっていた。市内要件について、

他市の状況を調べてみたいと思う。

（委 員） いわゆるマイノリティ・グループの場合はどうだろうか。こういうグルー

プから公民館を使用したい旨の申し出があった時に、貸す貸さないの問題が

生じるだろうと思うし、どのように支援していくかという点も課題となるだ
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ろう。

（委 員） 近隣市の状況についてまとまった資料はあるか。

（事務局） 次回には用意したい。

（会 長） 次回は社会教育関係団体の支援について、重点をおいて議論していきたい

ので、委員の皆様も各自勉強しアイデアをお持ちいただきたい。

７ その他

次回審議会の日程について

▽第４回審議会

日程：平成２７年８月２７日（木）午後３時～５時

会場：府中駅北第２庁舎 ４階会議室

以上


